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【町の将来像】　　　　住みたい・来たいまち　河津
～自然、文化、そして笑顔あふれる　河津桜の里～
　　当町は、天城山系の南東部に位置し、中央に天城山を源とする河津川が流れます。その流域には平野部が広がり、海に向かって開けた扇型の地勢となっています。また、伊豆半島ジオパークの一部として、白砂青松の海岸、リアス式海岸など変化にとんだ美しさを誇り、海・山・川の織りなす風光明媚な自然景観は大きな特徴です。
　このように恵まれた風土に人々は抱かれ、縄文時代から現在まで、美しい自然の中で、長き時をかけ豊かな固有の歴史や文化を育んできました。特に近年は、「河津桜」発祥の地として、全国に知られるようにもなりました。
しかし、急速な少子高齢化など多くの課題を抱えてもいます。そのような状況にあっても、学びの喜びに目覚めた人は、一生幸せに過ごすことができると考えています。なぜなら、学びに終わりはないからです。
将来においても、町民が祖先からの遺産である豊かな自然と歴史・文化に誇りを持ち、町の目指す安全・安心な住みよいまちづくりを進める中、学びを通して地域の人々が日々夢や志をもち、共に笑顔で生活している姿を将来像として描きます。

【教育大綱の基本理念】
郷土を愛し、豊かな心身を育みながら、
よりよい未来を創造していく人づくり

　　教育・文化・芸術・スポーツは、町民一人ひとりが生き生きと充実した人生を送るために必要な心身の栄養です。豊かな心や健やかな身体を育む環境づくりを進め、共に学び、共に高め合いながら、よりよい未来を創造していく人づくり・町づくりを目指します。

【基本目標】
　　1.幼児・学校教育の充実
　　　　　子どもたちが家庭や地域に見守られながら、豊かな人間性を形成するなかで、学びへの意欲や創造性を育んでいくことを目指します。
　 2.生涯学習・社会教育の充実
　　　 　「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことができる環境を整え、一人ひとりが学びを通して心身の向上を図り、町民相互の交流を深めつつ、地域づくりにつながる町づくりを目指します。

3.生涯スポーツの振興
　　　　　生涯にわたってスポーツに親しみ、取り組める環境を整え、心身の健康の増進と体力の向上を目指します。

4.青少年の健全育成
[bookmark: _Hlk61336934]家庭・学校・地域の連携により、青少年の協調性や思いやりのこころを醸成しつつ、地域での活躍を目指します。

5.地域文化の継承と創造
　　　本町の伝統・文化財が大切に守られ、引き継がれ、豊かな文化にふれながら生活し、意欲的な文化活動が展開されることを目指します。


【基本施策】
１.幼児・学校教育の充実

（１）郷土を愛する気持ちを育む
①郷土河津の良さを実感し、地域への帰属意識、感謝の気持ちを育む教育の推進
郷土に根ざした特色ある教育の充実・実践
町の一員、代表として参加する体験活動の充実
ボランティア活動の充実
②地域ぐるみで取り組む教育の推進
家庭・地域における教育機能の強化
　　　スポーツに親しむ環境づくりと健康教育の推進、魅力的な文化活動の創造
　　　
（２）豊かな心身を核に、郷土である河津はもちろん、よりよい社会を切り拓いていく力を育む
①学びを支える基盤をつくる
教職員の資質向上
教職員の働き方改革の推進・・・教員の、子どもと向き合う時間の確保
未就学幼児教育の充実
小中一貫教育の実現に向けた文教施設整備の推進
②豊かな心身を育む教育の推進
保幼小中の連携教育の推進
非認知能力や社会情動的スキルの育成の推進
食育の推進
③人権教育の推進
④個別な教育的ニーズに応じたきめ細やかな支援
一人一人に応じた多様で柔軟な支援
特別な支援が必要な児童生徒への教育の充実
「小1ギャップ」「中1ギャップ」解消に向けた支援
⑤創造性を育む教育の推進
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
多様な教育機関との連携
教育DXの推進による学びの充実
⑥地域の将来を担う人材の育成
体系的・系統的なキャリア教育の推進
[bookmark: _Hlk204069954]
２.生涯学習・社会教育の充実

①図書館の利用促進
利用者の様々なニーズに対応し、利用を促進
②成人学習の促進
生涯学習講座を開催し学習の場を提供、自主的な運営団体の育成
③家庭教育の推進
家庭内で子どもに対する接し方を考える機会の継続的設定

３.生涯スポーツの振興

①スポーツ大会の開催
生涯を通じ、スポーツに参加できる機会の企画・設定
②スポーツ教室・レクリエーションの開催
様々なスポーツ教室やレクリエーションの開催
異世代の交流の場づくり
③地域スポーツクラブの充実

４.青少年の健全育成

①青少年健全育成の環境整備
青少年問題協議会の開催
関係者による協議・情報交換、環境整備
②青少年の社会参加促進
青少年の自立・社会性の育成
地域社会との連携の推進
③青少年活動の充実
地域の方の計画策定や事業実施への参画促進と活動の充実

５.地域文化の継承と創造

①文化活動の推進
文化の発信や交流の場づくり
②文化施設の活用促進
文化の家生涯学習室の活用による文化活動の充実
③地域文化・歴史の伝承・活用
町の文化財の活用や情報提供による郷土愛の醸成




【計画実施期間】
　　　令和８年度～令和１２年度

